
報告書

2026 年 4 月 24 日

〒

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2025 年 7 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日

2025 年 11 月 4 日 ～ 2025 年 11 月 21 日

2026 年 2 月 18 日

2026 年 3 月 18 日

2026 年 3 月 27 日

住所
東京都豊島区南池袋2—49—7
池袋パークビル1F

埼玉県福祉サービス第三者評価結果報告書

埼玉県知事あて

171-0022

電話番号 03-4570—8659

評価機関名 パブリックサービスＲ＆Ｃ合同会社

認証番号 埼玉県 2012040

代表者氏名 代表社員　臼井　淳

下記のとおり評価を行ったので報告します。

記

評価調査者氏名・
分野・
評価調査者番号

評価調査者氏名 分野 評価調査者番号

臼井　淳 組織・福祉 2009010235

青木　みな子 福祉 2002110429

狩野　節子 福祉 2001310310

利用者調査実施時期

サービス種別 保育所

事業所名称 アートチャイルドケア南浦和

評価実施期間(契約日から報告書提出日)

訪問調査日

評価合議日

評価結果報告日

評価結果の公表について事業所の同意の有無 同意あり 同意なし
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　　本調査票は、貴事業所の基本的な概要について記載していただくものです。

　　

 年 10 月

〒

)

名

　経営主体 アートチャイルドケア株式会社

事業所名
アートチャイルドケア南浦和 種別   保育所

（施設名）

基　本　調　査　票

本調査票の記入日： 2025 31日

設置・運営主体
アートチャイルドケア株式会社

　設置主体

Email acc.minamiurawa@the0123child.com

ＵＲＬ https://www.the0123child.com

施設長氏名 山元　美奈子

所在地
336-0025

埼玉県さいたま市南区文蔵2-15-12

電　話 048-710-6123

FAX 048-710-6124

　1日

理念・基本方針

＜企業理念＞

「We care for ～ケアを真ん中に～」

＜保育理念＞

「自分らしく」生きていくことのできる子どもを

子どもの全人格を尊重し、子どもたちが本来持っている「生きる力」を育み、

何を学ぶかよりも、どう学ぶかを考えられる子どもを育てたい

＜保育目標＞

安心と安全を前提に

睡眠と生活リズムを整える事を目指して保育を展開していきます

一人一人の個性と成長に応じた保育を展開していきます

子どもの「失敗」を受け止める保育を展開していきます

開所/退所時間 平日：7：30-19：30

土曜日：7：30-18：30（通所施設のみ）

調査対応担当者 山口　沙耶香 ／　山元　美奈子 （所属、職名： マネージャー ／ 施設長

利用定員 60 開設年 平成 　27年 　4月
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【利用者の状況に関する事項】 　 　

【職員の状況に関する事項】

） 人

11 人

人

人

人

) 人

人 人

人 人

歳 （

年 （

０歳児 3 3 1 3 1

定　員 利用児童数 クラス数
１クラスあたり

平均児童数
１クラスあたり
平均保育士数

２歳児 11 12 1 12 2

１歳児 10 8 1 8 2

４歳児 12 11 1 12 1

３歳児 12 12 1 12 1

計 60 58 6 58.0 8

５歳児 12 12 1 12 1

人

栄養士・調理員 1 人 その他（ 所長・主任・ 2

（注）１クラスあたり平均児童数は２クラス以上ある場合に記載。非常勤保育士等については常勤換算で計算。異年
齢児クラスはその区分ごとに記載。

常勤職員数 8 人

うち
保育士 5 人 保健師・看護師 0

非常勤職員数(契約・パート) （常勤換算 人）

うち

保育士 8 （常勤換算 4.4 人）

その他（ 事務員・用務員 2 （常勤換算 1.1 人）

保健師・看護師 0 （常勤換算 0 人）

栄養士・調理員 2 （常勤換算 1.3 人）

非常勤： 4

（３）常勤職員（うち保育士・保健師・看護師）の平均年齢 38 36 歳）

（注）常勤換算計算式　　非常勤職員：それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数÷当該保育所の常勤職員が
勤務すべき時間数。栄養士・調理員：調理業務を委託している場合には「委託」と記載。

（２）前年度採用・退職
      の状況

採用 常勤： 0 非常勤： 2

退職 常勤： 1

（４）常勤職員（うち保育士・保健師・看護師）の平均在職年数 8.2 8 年）

（注）現在の保育所での在職年数。ただし、同一の運営主体(法人・自治体)内の児童福祉施設間の異動は通算
可(公営の場合には保育主管課在職期間も通算可）。小数点以下第二位を四捨五入。
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【本来事業に併設して行っている事業】

）

 人

・ボランティアの業務

【実習生の受け入れ】

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人 (保育士養成校等)

【施設の状況に関する事項】

　※耐火・耐震構造は新耐震設計基準（昭和５６年）に基づいて記入。

　乳児保育 〇

　延長保育 〇
月極2500/30分・4000/一時間
単発300/30分・500/1時間

事業名 実施の有無 利用料

　一時保育

　地域子育て支援センター

　休日保育

　障害児保育

　その他（事業名：

（注）実施事業には有無欄に○を付し、利用料を記載する。自主事業も含む。

【ボランティア等の受け入れに関する事項】

　乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育）

　アレルギー等対応給食 〇

社会福祉士 0

介護福祉士 0

その他 0

・令和 6 年度におけるボランティアの受け入れ数（延べ人数）

0

ボランティア現在受け入れ対応なし

・令和 6 年度における実習生の受け入れ数（実数）

（２）園庭面積
　 182.06 ㎡

児童１人あたり 3.03 ㎡（計算式：園庭面積合計÷定員）

（１）建物面積
　　（保育所分）

　 577.60 ㎡

児童１人あたり 9.63 ㎡（計算式：建物延べ床面積合計÷定員）

（３）耐火・耐震構造
　耐火

　耐震

（４）建築(含大改築)年 平成 27 年

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ
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【サービス利用者からの意見等の聴取について】

【その他特記事項】

【第三者評価の受審状況】

　・受審回数（前回の受審時期）

回 年度）

　貴施設（事業所）において、提供しているサービスに対する利用者からの意見を聞くためにどのような取り
組みをされていますか。具体的にご記入ください。

〇運営委員会を年2回実施（6月／1月）
事前に全家庭にアンケートを実施し、運営、保育に関することへのご意見を確認する。
運営委員会には各クラス（1歳児以上）1名代表者に出席していただき、保育園側と意見を交わせる機会を設け
ている。

〇行事後のアンケートを実施
保護者参加行事の後に事後アンケートを実施し、来年度の行事へ活かせるよう取り組んでいる。

〇顧客満足度（CS）アンケートの実施
会社より、利用者へ保育園を利用しての満足度、ご意見をアンケート形式で配信。
頂いたご意見への回答を園で取りまとめ、保護者向けに掲示をし公表している。

【特徴的な取り組み】
〇会社全体で「眠育」に力を入れており、生活リズムが整えられるよう、園だよりや保健だよりを通して睡眠
の大切さを伝えている。また希望者には睡眠ログを実施し、眠育アドバイザーの会社内資格を有する職員が相
談を受けられる体制を整えている。

〇外部専門指導員による、体操教室を月2回（2歳児以上対象）、英語教室・ダンス教室（3歳児以上対象）を
月1回実施している。

〇園への入園を希望する方に向け、6月～10月の間毎週木曜日に園の見学ツアーを開催している。

〇「保育理念・目標について」「個人情報保護」「子どもの人権について」「緊急時対応」「感染症・食中
毒」についての園内研修を毎年実施し、園の現状を把握、職員全員が同じ対応ができるようすり合わせを実施
している。

2 （令和 2
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評価結果概要

①第三者評価機関名

②事業者情報

③評価実施期間

④総評

℡.

定員(利用人数)：

048-710-6123 

〇「いいとこどりNO.1」を宣言し、大人も子どもも自然と「いいね」が出てくるような、互いを尊
重し、子どもの育ちを皆で見つめ合う環境づくりを進めています
　社内の「2025年度一年間の『NO.1』宣言」の発表にあたり、園長は職員と話し合い、「いいとこ
どりNO.1」を掲げました。これまでの当園の良いところは受け継ぎつつ、新しい職員のスキルやア
イディア、子どもや保護者の意見を積極的に取り入れ、挑戦、改善していくとの思いを込めたもの
です。取り組みの一環として、日々の保育の中で子どもの育ちが表れる場面や、子どもたちの発言
やつぶやきを聞き逃さず活動につなげている様子を写真とコメントで紹介する「いいとこどり
NO.1」通信を定期的に発行して掲示し、子どもだけでなく職員の姿も保護者に分かりやすく伝えて
います。子どもの「好き・興味・できた」を丁寧に捉える職員のまなざしや、異年齢の関わりから
生まれる成長を共有することで、園全体に承認し合い、学び合う文化が育っています。また、「子
どもの全人格を尊重し、生きる力を育む」という保育理念の実現にもつながっています。

〇保育理念のもと、子どもたちを中心に話し合う「サークルタイム」を通じて、子どもたちが自ら
考えて学び、実施する姿を大切にした保育を実践しています
　4～5歳児クラスでは、子どもたちの興味、関心に合わせた保育を考慮するとともに、子どもたち
を中心に話し合う「サークルタイム」の時間を設けて、子どもたちが主体的に考え実施できる活動
内容を取り入れています。「それいいね」を合言葉に行事の内容を決めたり、危険な行為に対して
「それ、やっていいの？」と問いかけたりしながら、自分たちでルールを作ることを支援していま
す。こうした対話の積み重ねは、子どもが自分の思いを言葉にし、相手の気持ちを受け止め、主体
的に判断する力を育んでいます。これらの経験は、「自分らしく生きていくことのできる子ども
を」、「何を学ぶかよりも、どう学ぶかを考えられる子どもを育てたい」との保育理念を実践する
ものであると言えます。

〇保育目標の一つに「安心と安全を前提に」を掲げ、業務継続計画や安全計画を基に、子どもたち
が安心して安全に過ごせることに力を注いで保育を行っています
　会社のACCマニュアルには、業務マニュアルを始め、保育園に関わる業務の全てが体系的に網羅さ
れています。特に安全面では、会社の標準版を基に、園の状況に応じた事業継続計画（BCP）を策定
するとともに、「安全計画」を作成し、安全点検や子どもや保護者に対する安全指導、訓練・研修
等を年間を通して計画的に実施しています。訓練当日の流れを全職員が把握して動けるよう、記録
し確認しながら訓練を実施したり、実施後は取り組みに対してどうだったかを都度、計画に追記し
て次回・次年度に役立つようにするなど工夫しています。また、地震・火災・水害・不審者に合わ
せた各保育室の避難経路を記載した「アクションカード」を作成し、各室の確認しやすい場所に備
えるなど、子どもたちが安心して安全に過ごせることに力を注いで保育を行っています。

所在地：

60（58） 名

◇特に評価の高い点

　令和7年7月1日（契約日）～ 令和8年3月31日（評価結果確定日）

〒336-0025　埼玉県さいたま市南区文蔵2-15-12

代表者氏名： 山元　美奈子

福祉サービス第三者評価結果

パブリックサービスＲ＆Ｃ合同会社

種別： 保育所名称： アートチャイルドケア南浦和
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評価結果概要

⑤第三者評価結果に対する事業者のコメント

⑥各評価項目にかかる第三者評価結果

別紙「評価細目の第三者評価結果」のとおり

  第三者評価を受けまして、アートチャイルドケア南浦和園として出来ている部分、足りない部
分、園の課題を明確化することができました。園としても課題として感じておりました地域との連
携、地域交流についてご意見をいただき、卒園児さんとの交流、地域の方への子育て相談支援につ
いては今年度実施に向けて計画をしております。事業計画につきましても、3年間の中で達成するた
めの段階別の計画、目標を詳細化し、達成に向けて出来ることは何か、園としての取り組みを職員
と共有し実行に移して参ります。配信物や保育の内容について良い評価をいただき、職員一同大変
嬉しく感じております。
　頂いたご意見を今後の保育に活かせるよう努めて参ります。ありがとうございました。

〇中長期計画を毎年度の事業計画に展開して推進し、評価・検証結果を次期の計画に反映させる
PDCAの仕組みを構築することが望まれます
　会社の3か年経営方針（2024年10月～2027年9月）を策定し、安心・安全を大前提とした保育と社
会貢献を基本戦略として明示しています。この経営方針のもと、園の3か年の中長期計画を策定し、
現状と課題を明らかにするとともに、7つの重点事項（取り組むべき目標と計画）を設定していま
す。これらは着実に実行に移していますが、3年間の中でいつ、何を、どこまで実施しようとしてい
るのか、数値目標や具体的な成果等、目指す状態をあらかじめ明確に設定することが期待されま
す。その上で、重点事項の取り組み等を毎年度の事業計画に位置付けたり、社内の「一年間の
『NO.1』宣言」の取り組みにも関連付けて推進し、事業報告で達成状況の評価・検証を行って、成
果や課題を次年度の事業計画に反映させていくPDCAの仕組みを構築することが望まれます。

〇地域との関係づくり、ネットワークづくりに努め、子育て相談や保育体験等、地域交流・地域貢
献の取り組みを実施していくことが期待されます
　当園への見学者は今年度100名近くなり、保育園へのニーズが高いことが確認できます。見学者に
は保育理念や保育内容等を丁寧に説明しながら案内し、相談にも応じています。しかし、地域の在
宅子育て家庭との接点はそれ以外はなく、近隣地域の人々や高齢者施設との交流もほとんどありま
せん。また、実習生やボランティア等を受け入れたい意向はあるものの、体制整備を課題として、
実際に受け入れるまでには至っていません。今後は、園で実施できる地域に向けた子育て相談や保
育体験、実習生・ボランティア等の受け入れ等、地域との関係づくり、ネットワークづくりに努
め、地域のニーズに合わせた地域交流・地域貢献の取り組みを実施していくことが期待されます。

◇特にコメントを要する点

7／19



第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１－（１）－①　理念、基本方針が明文
化され周知が図られている。

ａ

会社の保育理念と保育目標をパンフレットや「重
要事項説明書兼入園のしおり」に掲載し、入園説
明会や保護者会で保護者に説明しています。2024
年に新たに定められた企業理念「We care for ～
ケアをまんなかに～」を含め、園の玄関や各保育
室、職員室にも掲示して保護者や職員に周知して
います。職員は、理念の意味について社長から直
接説明を受けているほか、行動規範「アートチャ
イルドケアの誓い」を毎日の出勤時や職員会議の
冒頭で必ず唱和し、職員として大切にすべきこと
を再確認しています。また、理念を実践し、子ど
もが自己決定している場面を中心に、連絡アプリ
で保護者に配信することに取り組んでいます。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２－（１）－①　事業経営をとりまく環
境と経営状況が的確に把握・分析されてい
る。

ａ

園長や主任が毎月の本社での園長会議に出席し、
社長・専務等から会社の方針や近況報告、共有伝
達事項等の説明を受けています。園長は、園担当
のマネージャーと共に系列各園の経営状況（売
上・収支等）を把握し自園の分析を行っており、
維持管理費については園の職員全体で共有し、削
減に努めています。また、さいたま市からの通知
があるほか、園担当のマネージャーが定期的に行
政のホームページの確認や市の担当課とのやり取
りを行うことで、保育や子育て支援の事業動向や
地域の情報を収集・把握しています。

Ⅰ－２－（１）－②　経営課題を明確にし、
具体的な取り組みを進めている。

ａ

保護者からの意見や要望、苦情、子どもの事故等
の情報は、園内の責任者会議や職員会議で共有す
るとともに、必要に応じて本社へ報告し、社長・
専務等とも協議・検討して対応を図り、系列園全
体の課題として園長会議等で共有しています。業
界全体として保育士不足が顕著である中での人材
の確保・育成や、障がい児・医療的ケア児の受け
入れを始めとしたインクルーシブ社会実現を課題
としています。当園としては、備品・設備の修繕
や更新等の施設整備、人材の確保、地域交流・貢
献活動等を課題として取り組みを進めています。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－３－（１）－①　中・長期的なビジョン
を明確にした計画が策定されている。

ｂ

会社の3か年経営方針（2024年10月～2027年9月）
を策定し、新しい企業理念の理解、保育理念の実
現、皆が働きやすい風土を掲げています。この経
営方針のもと、園の3か年の中長期計画を策定して
います。現状と課題を明らかにし、重点事項（取
り組むべき目標と計画）として、①3か年経営方針
の具体化、②施設の整備、③人材の育成と確保、
④財務計画、⑤地域貢献、⑥防災対策、⑦その他
の取り組みを設定しています。これらは着実に実
行に移していますが、3年間の中でいつ、何を、ど
こまで実施するのか、数値目標や具体的な成果等
を明確に設定し、毎年度評価・見直しを行う仕組
みを作ることが望まれます。

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果
（保育所、地域型保育事業）

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ－１　理念・基本方針
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Ⅰ－３－（１）－②　中・長期計画を踏まえ
た単年度の計画が策定されている。

ｂ

毎年度、保育理念を基にした目標を設定し、発表
を行う社内の『No.1宣言』の制度があるほか、園
の単年度の事業計画を策定し、運営体制や人員配
置、年間行事予定、業務分担等を明示していま
す。事業計画は、「地域社会との連携」をはじめ
とした各項目の具体的な取り組みの記載の充実が
望まれます。特に、園の中長期計画の重点事項の
取り組み等を事業計画に位置付け、事業報告で達
成状況を評価し、課題を次年度の事業計画に反映
させていく仕組みを作ることが望まれます。

Ⅰ－３－（２）－①　事業計画の策定と実施
状況の把握や評価・見直しが組織的に行わ
れ、職員が理解している。

ｂ

保育活動の振り返りや、職員会議などで提案され
た保護者の行事後のアンケートやCS（顧客満足
度）アンケートの結果、保育運営に関する問題点
や課題等を踏まえ、園長が必要な事項を事業計画
に反映させるようにしています。事業計画は閲覧
できる場所に置いていますが、職員の理解を促す
機会を持つことが期待されます。

Ⅰ－３－（２）－②　事業計画は、利用者等
に周知され、理解を促している。

ｂ

事業計画は毎年度、園長が取りまとめ、運営委員
会や保護者会で周知し、園の玄関にも展示してい
ます。今後は、園の透明性をさらに高めるととも
に、園の取り組みに対して地域や保護者の理解・
協力が得られるように、園の中長期計画や事業計
画、事業報告の分かりやすい説明方法を工夫して
いくことが期待されます。

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
第三者評価結果 コメント

Ⅰ－４－（１）－①　福祉サービスの質の向
上に向けた取組が組織的に行われ、機能して
いる。

ｂ

年間・月間の指導計画は、教育・保育の「全体的
な計画」に沿ってクラス担任が作成し、計画期間
ごとに評価・反省を行い、園長の確認を経て次期
の計画に活かす仕組みが機能しています。また、
保育者は毎月、「自己評価兼研修計画」で自分の
課題と今後の取り組みを明確にし、年度末には
「保育士自己評価チェックシート」と「保育所自
己評価チェックシート」での振り返りも行ってい
ます。職員の自己評価結果を集計・分析し、園と
しての評価・反省と次年度の課題を「保育所自己
評価結果」にまとめ、園の玄関に展示していま
す。組織的なPDCAサイクルの確立に向けては、抽
出した課題の展開方法を検討することが期待され
ます。

Ⅰ－４－（１）－②　評価結果に基づき組織
として取組むべき課題を明確にし、計画的な
改善策を実施している。

ｂ

職員個々の自己評価結果を園全体の自己評価につ
なげ、課題の抽出を行っていますが、課題の解
決・改善に向けて取り組みを進めるためには、園
の中長期計画や単年度の事業計画等に目標や取り
組みとして具体的に位置付けたり、改善計画を作
成して職員全体で共有し、共通認識を持つことが
必要と思われます。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。
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第三者評価結果 コメント

Ⅱ－１－（１）－①　管理者は、自らの役割
と責任を職員に対して表明し理解を図ってい
る。

ａ

運営規程に園長の職務内容が明記され、緊急時の
対応フローには不在時の次席の対応者が明確にさ
れています。今年度着任した園長は、社内の
「2025年度一年間の『NO.1』宣言」の発表にあた
り、職員と話し合い、「いいとこどりNO.1」を掲
げ、これまでの当園の良いところは受け継ぎ、新
しい職員のスキルやアイディア、子どもや保護者
の意見を積極的に取り入れ、挑戦、改善していく
ことを表明しています。また、月1回の職員会議で
は、園長会議等の報告を行い、会社の方針と園で
の対応について伝えています。

Ⅱ－１－（１）－②　遵守すべき法令等を正
しく理解するための取組を行っている。

ａ

業務マニュアルに、職員の立ち居振る舞い・身だ
しなみ、個人情報保護や虐待防止等の対応が規定
されています。園長は虐待防止や個人情報の守秘
義務に関する園長研修を受け、園内で全職員に説
明・指導しているほか、業務マニュアルや就業規
則を職員室に常設して職員が必要に応じて確認で
きるようにしています。また、行政からの緑地緑
化の要請を意識して環境を整備しているほか、光
化学スモッグや暑さ指数等に留意し、行政からの
アラート発出に従い、子どもたちの安全確保に向
けて避難・誘導しています。

Ⅱ－１－（２）－①　福祉サービスの質の向
上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮し
ている。

ａ

園長は、責任者会議や職員会議等を通して園内の
報告・連絡・相談を進めるとともに、園長会議で
話し合われたことや研修等で把握した内容を園内
研修等の場を通して職員に伝え、日々の保育活動
に活かせるようにしています。「いいとこどり
No.1」の目標のもと、職員間で意見を出し合い、
「いいね！」を言い合える環境づくり、クラスの
横のつながりや「個」を大切にすることに率先し
て取り組み、日々の保育の中で職員と一緒に考え
ることに努めています。子どもたちの発言やつぶ
やきを聞き逃さず保育活動につなげている取り組
みについて、定期的に通信を作成して保護者にも
伝えています。

Ⅱ－１－（２）－②　経営の改善や業務の実
効性を高める取組に指導力を発揮している。

ａ

毎月の本社への月例報告では、職員の配置状況や
園児数、避難訓練実施報告、勤務シフト、キャリ
アアップ研修受講状況、園外行事・保護者参加行
事のタイムスケジュール等の内容を報告・共有
し、必要に応じて対応の改善につなげています。
本社には「日本一保育士が働きやすい委員会」が
設置され、系列各園の職員が意見を述べやすい環
境が整えられており、会社独自の休暇制度や福利
厚生制度の創設、賃金の増額改定、職員の髪色の
自由化などが実現しています。園でも、一人ひと
りが働きやすい環境を整えるために、各自の希望
に応じた勤務シフト管理に努めています。今年度
は異動してきた新しい職員が多い中で、以前の対
応や提案を否定するのではなく、どうしたらより
良い保育になるのかを常に皆で考えて取り入れ、
改善・向上を図っています。

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ　組織の運営管理
Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ
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第三者評価結果 コメント

Ⅱ－２－（１）－①　必要な福祉人材の確
保・定着等に関する具体的な計画が確立し、
取組が実施されている。

ａ

職員の適切な配置数を計画しており、補充が必要
な場合は本社に採用希望の人材内容を伝え、採用
面接時には園長も参加して、現場の意向を踏まえ
ながら適合性等について検討しています。保育士
の確保が困難な社会情勢の中で、会社のブランド
力を向上させ、人材紹介会社に頼らない採用に努
めており、社内異動等での配置も調整して各園の
人材確保に努めています。障がい者雇用も行って
おり、園でも掃除や雑用等を依頼し保育者の業務
負担軽減につなげています。

Ⅱ－２－（１）－②　総合的な人事管理が行
われている。

ａ

会社のホームページやパンフレットに、期待する
職員像や人材育成・研修の方針、サポート制度、
福利厚生、キャリアアップの制度等を掲載してい
ます。同社では、保育の品質をつくる基本は、保
育従事者ひとりひとりの「人としての成長」と
「保育技術の習得」が大切と考えており、働く保
育士は「人間としても保育士としても素晴らし
い」と言ってもらえることを目指しています。非
常勤を含む全職員に対し、年2回の人事考課面談で
保育園での役割を明確にし、目標を設定して、達
成度等の職務評価の結果を賞与や昇給に反映させ
る制度を導入しています。処遇改善については、
園長会分科会等での検討も踏まえ、処遇改善加算
への対応のほか、給与体系等の見直しも順次進め
ています。

Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向
を把握し、働きやすい職場づくりに取組んで
いる。

ａ

職員の家庭状況等に配慮し、各自の希望に合わせ
て公休や有休が取得できるように勤務シフトを組
んでいます。職員の有休取得率や時間外労働の
データは社内システムで管理しており、本人が確
認できるほか、何かあれば本社の人事担当から通
知が来る仕組みとなっています。職員からは人手
不足の改善を求める声は出ていますが、公休は
100％取得、有休は1人年5日以上取得、毎日1時間
の休憩の確保、平均時間外労働は行事準備等での
月10時間程度と、比較的良好な就業状況を維持し
ています。法定休暇の付与日数を増やしたり、独
自のインクルーシブ休暇を導入するなど、働きや
すい職場づくりに全社的に取り組んでいます。

Ⅱ－２－（３）－①　職員一人一人の育成に
向けた取組を行っている。

ａ

会社のホームページやパンフレット、採用面接を
通じて期待する職員像や職員に持ってほしい使命
感を職員に伝えています。年2回の人事考課面談
で、非常勤を含む全職員一人ひとりと目標や悩
み、相談を含めた振り返りや今後の方向性につい
て話し合う時間を設けています。各自が目標を設
定し、目標に沿った個人別の研修計画を作成して
研修受講に取り組み、成果を共に確認していくこ
とで、人材の育成・資質向上を図っています。

Ⅱ－２－（３）－②　職員の教育・研修に関
する基本方針や計画が策定され、教育・研修
が実施されている。

ａ

本社の教育研修ユニットにより職種や経験に応じ
た多様な研修メニューが企画され、全職員に社内
研修の機会が提供されています。職員は年間を通
した個人別研修計画（自己評価兼研修計画）を作
成し、受講する研修の予定と受講実績を記入して
います。研修内容やカリキュラムは毎年度、教育
研修ユニットと担当マネージャーにより評価・見
直しが行われています。職員には、会社独自の
「眠育アドバイザー」資格取得も推奨していま
す。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。
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Ⅱ－２－（３）－③　職員一人一人の教育・
研修の機会が確保されている。

ａ

職員の専門資格の取得状況やキャリアアップ研修
の受講履歴は、本社で把握・管理しています。本
社の教育研修ユニットによる社内研修や外部講師
を招いてのセレクト研修、職種別・経験年数別の
研修・指導等を実施しており、各自の希望に応じ
て参加できる機会が確保されています。オンライ
ン研修も取り入れ、非常勤職員も受講しやすい環
境を整えています。非常勤職員には、年4回の園内
研修の受講も必須とされています。新任職員に対
する教育は、OJTシートを活用して実施し、本人、
メンター、園長が1週間程度、評価・コメントを記
入してやり取りする中で、業務の基本が学べるよ
うにしています。

Ⅱ－２－（４）－①　実習生等の福祉サービ
スに関わる専門職の教育・育成について体制
を整備し、積極的な取組をしている。

ｂ

実習生受け入れマニュアルが整備されており、教
育・育成に関する基本姿勢が明示されています。
受け入れは園長が担当することになっています
が、昨年度、今年度とも実習生を受け入れるには
至っていません。今年度着任した園長は、実習生
受け入れの経験が少ない現状、職員と話し合い、
受け入れ体制を整えた上で、受け入れの方針を表
明したいとしています。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３－（１）－①　運営の透明性を確保す
るための情報公開が行われている。

ｂ

園運営に関する事業計画や事業報告書、決算報告
書等の書類をファイリングし、園の玄関に展示し
ています。会社のホームページには、園の概要や
施設の様子、保育所の自己評価結果、苦情・要望
報告等を掲載し、第三者評価結果公開ページのリ
ンクも紹介しています。公的な子ども・子育て支
援情報公表システムでも、園の人員配置や運営状
況、収支状況、平均有給休暇消化率、平均時間外
労働時間、離職率等の情報を公表しています。ま
た、年2回、民生委員や保護者代表を交えた運営委
員会を開催して園の状況を報告し、後日、全保護
者に報告書を配付しています。今後に向けては、
事業計画・報告、決算報告書等の保護者への説明
機会や身近な地域に向けた情報発信等の充実が期
待されます。

Ⅱ－３－（１）－②　公正かつ透明性の高い
適正な経営・運営のための取組が行われてい
る。

ａ

事務、経理、取引等に関する業務は全て本社管轄
とし、園では本社の指示を受けて対処していま
す。年1回、園での自主検査後に本社による内部監
査があるほか、埼玉県の行政監査を受けていま
す。行政監査の結果は、運営委員会でも報告し、
保護者にも伝えています。また、会社として公認
会計士による外部監査を受け、経営改善につなげ
ています。

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保
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第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域との交流
を広げるための取組を行っている。

ｂ

子どもたちは地域の人に挨拶をし、消防署を見な
がら公園に出かけています。また、フットサル場
を借りて運動会を行っています。さらに、近隣の
人から依頼があれば、地域のイベントのポスター
を掲示し、保護者に情報を提供しています。地域
との交流の機会は園でも課題と捉えており、今
後、子育て相談、園庭開放、地域の行事への参加
等を実施していくことが期待されます。

Ⅱ－４－（１）－②　ボランティア等の受入
れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立し
ている。

ｂ

会社の保育業務マニュアルにボランティア受け入
れの基本姿勢や受け入れの手順、配慮事項等を明
示しているほか、市からの通知を受け、学校など
への協力姿勢も示しています。しかし、実際に
は、昨年度、今年度ともボランティアを受け入れ
ることはできませんでした。今年度着任した園長
は、職員と共に受け入れ体制を整えた上で、小中
学生の職場体験の受け入れから開始したいとの意
向を持っており、今後が期待されます。

Ⅱ－４－（２）－①　福祉施設・事業所とし
て必要な社会資源を明確にし、関係機関等と
の連携が適切に行われている。

ｂ

さいたま市南区では、園長会等は開催されていま
せんが、必要に応じて区や児童相談所、子育て支
援センター等と連携しています。利用者に必要な
関係機関は、「重要事項説明書兼入園のしおり」
に記載しています。今後は、地域の保育園とし
て、ネットワーク化の促進に努めていくことが期
待されます。

Ⅱ－４－（３）－①　地域の福祉ニーズ等を
把握するための取組が行われている。

ｂ

園で開催している運営委員会において地域の課題
や福祉ニーズの把握に努めています。また、1か月
に20名程度の見学者を受け入れ、入園希望者の声
を聴いています。親子の見学者を案内しながら相
談に応じたり、園の子どもと一緒に過ごしてもら
う時間も設けています。今後はさらに、専門性を
活かした地域への取り組みの実施を通してニーズ
を把握していくことが期待されます。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズ等に
基づく公益的な事業・活動が行われている。

ｂ

中長期計画に地域貢献活動を掲げていますが、具
体的な活動は示されていません。地域の人からの
依頼を受け、園にイベント情報を掲示するスペー
スを設けるなど地域に役立つ対応は行っています
が、さらに地域ニーズを把握し、職員も改善点と
して挙げている地域との交流・地域への貢献の取
り組みを本格的に実施することが期待されます。

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。
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第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１－（１）－①　利用者を尊重した福祉
サービス提供について共通の理解をもつため
の取組を行っている。

ａ

職員は、保育の中でいかに子どもの権利や尊厳を
守るかを研修で学んでいるほか、人権擁護のため
のセルフチェックや気になる言動チェックリスト
で自己を振り返り、子どもへの対応や保育の実践
に活かしています。社内の「2025年度一年間の
『NO.1』宣言」の制度では、「いいとこどり
NO.1」を掲げ、園全体で大人も子どもも自然と
「いいね」が出てくるような、互いを尊重し、褒
め合い、認め合える環境づくりに努めています。

Ⅲ－１－（１）－②　利用者のプライバシー
保護に配慮した福祉サービス提供が行われて
いる。

ａ

プライバシー保護については、プライバシーポリ
シーや個人情報保護規程を定め、保育業務マニュ
アルにも明示しています。職員には研修や会議で
の読み合わせを通して理解を深めるよう取り組ん
でおり、参加できない職員は各自で読み、読んだ
日付を記入するようにしています。また、子ども
のプライバシーに配慮して着替えやおむつ交換
等、他から見えないように配慮しています。保護
者には、入園説明会で個人情報の取り扱いについ
て説明し、同意書を取得しています。

Ⅲ－１－（２）－①　利用希望者に対して福
祉サービス選択に必要な情報を積極的に提供
している。

ａ

利用希望者には、会社のホームページやさいたま
市が発行している幼稚園・保育施設情報誌に園の
情報が掲載されていることを紹介しています。今
年度は6月～10月の毎週木曜日に園の見学ツアーを
開催し、毎月20名前後の見学者を受け入れまし
た。見学時には、園長がパンフレットを基に説明
しながら案内し、見学者からの質問に答えていま
す。質問を受けて適宜説明文を改訂するなど、よ
り良い対応に向けて改善を図っています。

Ⅲ－１－（２）－②　福祉サービスの開始・
変更に当たり利用者等に分かりやすく説明し
ている。

ａ

入園前に「重要事項説明書兼入園のしおり」を事
前配付し、入園説明会ではこれを基に、園を利用
するにあたって必要な事項について保護者に説明
を行い、同意を得ています。重要事項に変更があ
る場合や、保護者の就労状況、延長保育利用等に
変化がある場合の対応についても説明していま
す。子ども一人ひとりの状況に合わせ、変化がみ
られる場合には、面談や連絡帳、日々の会話を通
じて伝え、必要に応じてサービス内容や保育方法
の変更についても提案しています。

Ⅲ－１－（２）－③　福祉施設・事業所の変
更や家庭への移行等に当たり福祉サービスの
継続性に配慮した対応を行っている。

ｂ

退園・卒園後も必要な支援が継続されるよう、児
童票等の子どもに関する情報を次の施設に提供す
ることがあることを、重要事項として入園時に保
護者に伝えています。保護者や子どもには、いつ
でも相談に乗ることや園に遊びに来てほしいこと
等を伝えています。さらに行事への誘いや手紙を
出すなどの取り組みが期待されます。

Ⅲ－１－（３）－①　利用者満足の向上を目
的とする仕組みを整備し、取組を行ってい
る。

ａ

本社によるCS（顧客満足度）アンケートがあるほ
か、保護者参加行事の前後にもアンケートを実施
して保護者の意見を把握し、園運営に活かしてい
ます。アンケート結果は職員会議や運営委員会で
検討し、改善が必要なものには具体的に取り組む
とともに、保護者の疑問や質問にも回答していま
す。また、子どもにとって最善であることを常に
考えて保育を実施していることを保護者に発信し
ています。

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。
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Ⅲ－１－（４）－①　苦情解決の仕組みが確
立しており、周知・機能している。

ａ

入園時の「重要事項説明書兼入園のしおり」に苦
情相談窓口（当園担当者・責任者、本社フリーダ
イヤル、第三者委員）や受付方法を明記していま
す。また、玄関にも掲示して知らせています。苦
情や要望があった場合は、書面で本社に提出して
解決を図り、子どもや保護者に配慮した上で申し
出の内容や対応結果をホームページで公表してい
ます。

Ⅲ－１－（４）－②　利用者が相談や意見を
述べやすい環境を整備し、利用者等に周知し
ている。

ａ

入園時に「重要事項説明書兼入園のしおり」に
沿って苦情相談窓口や受付方法（面接、電話、文
書等）について説明し、保護者の理解を得ていま
す。職員は、日々の保護者との会話のほか、個人
面談、保育参観・参加時に個別に対応できる時間
を設けて、信頼関係づくりに努めています。今回
の利用者調査（保護者アンケート）でも相談しや
すさについて高い評価が得られています。

Ⅲ－１－（４）－③　利用者からの相談や意
見に対して、組織的かつ迅速に対応してい
る。

ａ

連絡帳や口頭で受けた相談や意見については、受
けた職員が園長に報告し、内容を把握した上で、
園で解決できるか会社に上げるか、園担当のマ
ネージャーも含めて検討して対応しています。そ
の内容に応じて、個別に回答したり、連絡アプリ
での配信や園内掲示等で保護者全体に回答してい
ます。

Ⅲ－１－（５）－①　安心・安全な福祉サー
ビスの提供を目的とするリスクマネジメント
体制が構築されている。

ａ

危機管理マニュアルや事故発生時の対応フローな
ど、組織としてリスクマネジメントの体制を整備
し、園内研修を通して全職員に周知し、有事の際
に迅速に対応できるようにしています。また、年
間の安全計画を策定し、安心・安全な環境の確保
に向けて点検や訓練等を計画的に実施していま
す。現状に合わせて、計画に都度、新たな内容を
追記するなどしてリスク回避に努めています。ヒ
ヤリハットや事故があった際は、要因や対策を検
討・共有し、予防・再発防止の徹底にも力を入れ
ています。

Ⅲ－１－（５）－②　感染症の予防や発生時
における利用者の安全確保のための体制を整
備し、取組を行っている。

ａ

当園には現在、看護師はいませんが、会社の感染
症マニュアルを共有し、職員は社内研修を通して
理解を深めています。保護者には入園時に対応に
ついて説明するとともに、感染症が発症した際に
は、個人情報に配慮した上で、病名や人数、症
状、登園の目安等を、連絡アプリでの配信や園内
掲示により伝えて注意を喚起し、蔓延防止に努め
ています。

Ⅲ－１－（５）－③　災害時における利用者
の安全確保のための取組を組織的に行ってい
る。

ｂ

毎月、様々な災害を想定した避難訓練を実施し、
子どもの誘導や職員の動きの確認を行っていま
す。また、各保育室に応じた地震・火災・水害・
不審者への対応や行動経路を記載したアクション
カードを作成し、各室の確認しやすい箇所に備え
ています。今後はさらに、住宅街にある保育園と
して、地域と連携した防災訓練の実施等について
検討することが期待されます。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。
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Ⅲ－２－（１）－①　提供する福祉サービス
について標準的な実施方法が文書化され福祉
サービスが提供されている。

ａ

業務マニュアルを始め、社内統一のマニュアルが
体系的に整備されています。また、当園の教育・
保育の「全体的な計画」を策定し、各指導計画を
作成しています。特にプライバシー保護や権利擁
護については、マニュアルを基に、社内研修や園
内の会議・研修等で学んでいます。

Ⅲ－２－（１）－②　標準的な実施方法につ
いて見直しをする仕組みが確立している。

ａ

会社のマニュアルは、社内の園長会議で出された
意見や本社・教育研修ユニットに寄せられた提
案、本社で取りまとめた都道府県や市町村の監査
での指摘事項を基に、定期的に見直しを実施して
います。保育については、園内各クラスの年間指
導計画を基に実施し、時期や状況に合わせて見直
しを行っており、2月には次年度の指導計画を作成
することになっています。また、保護者会や運営
委員会を通じて出された意見や提案は、職員会議
や責任者会議で話し合い、改善につなげていま
す。

Ⅲ－２－（２）－①　アセスメントにもとづ
く個別的な福祉サービス実施計画（個別支援
計画）を適切に策定している。

ａ

入園前の面接で子どもの身体や生活の状況、保護
者のニーズ等を把握し、児童票等の定められた書
式に記録しています。これらのほか、個人面談や
日常の会話での保護者の意向も踏まえ、教育・保
育の「全体的な計画」に沿った年齢クラス別の指
導計画や「個別月間指導計画・個人記録」（0～2
歳児は毎月、3～5歳児は期ごと）を作成して保育
を進めています。

Ⅲ－２－（２）－②　定期的に福祉サービス
実施計画（個別支援計画）の評価・見直しを
行っている。

ａ

教育・保育の「全体的な計画」は、本社で標準版
を作成し、系列各園で自園に合っているかを確認
し、必要な加筆・修正等を行って策定していま
す。年齢クラス別や個別の指導計画は、各クラス
の担任が作成し、毎日の保育日誌での評価・反
省、毎月の子どもの姿と評価・反省、期ごとの評
価、年間評価を、それぞれ次の計画に反映してい
ます。そのほか、子どもの姿などの変化等、状況
により随時見直すこともあります。年度が変わる
ときには、担当職員が「引き継ぎ簿」にまとめ
て、次年度の計画・保育活動に活かしています。

Ⅲ－２－（３）－①　利用者に関する福祉
サービス実施状況（個別支援計画）の記録が
適切に行われ、職員間で共有化されている。

ａ

各クラスの指導計画の内容は職員会議の中で全体
に報告して、参加していない職員も必ず目を通
し、読んだら自分でサインを記入する仕組みとし
て確認の徹底を図っています。個別の指導計画に
ついては、担任がクラスの子ども一人ひとりを理
解した上で作成し、主任と園長が確認した上で
ファイリングし、クラス内で共有化しています。

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の
管理体制が確立している。

ｂ

個人情報を含む書類は、職員室内の施錠できる所
定の書棚で管理しています。パソコンやタブレッ
トにはパスワードを設定してアクセスを制限し、
セキュリティを確保しています。個人情報の取り
扱いについては、入園説明会で保護者に説明し、
同意書を取得していますが、「重要事項説明書兼
入園のしおり」にも、問い合わせ窓口や開示請求
の手続きを含めて分かりやすく記載し、丁寧に説
明することが望まれます。

Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保
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Ａ－１－（１）－①　保育所の理念、保育の
方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や
家庭及び地域の実態に応じて全体的な計画を
作成している。

ａ

児童福祉法や保育所保育指針に基づいて、園の教
育・保育の「全体的な計画」を策定し、会社の保
育理念や保育目標を基に各年齢に応じた養護と教
育、子どもの姿、育てたい側面、配慮等の内容を
編成しています。理念や目標に基づき主体的な保
育を展開するため、運営委員会や保護者会の意見
を反映し、長時間保育・食育・地域連携の視点も
取り入れています。前年度の反省を活かし、職員
間で共有した上で、全体的な計画の見直しと次年
度の指導計画の作成を行っています。

Ａ－１－（２）－①　生活にふさわしい場と
して、子どもが心地良く過ごすことのできる
環境を整備している。

ａ

各クラスに温湿度計を設置し、適切な室内環境の
維持に努めています。子どもの遊ぶ様子に合わせ
てままごとの具材や弁当箱を追加し、ジョイント
マットや柔らかい布団を用意して、くつろげる空
間も整えています。今回の利用者調査の「昼寝や
休息は、お子さんの状況に応じた対応がされてい
ると思いますか」の問いには、回答した保護者の
96.7％が「はい」と答えており、高い評価が得ら
れています。

Ａ－１－（２）－②　一人一人の子どもを受
容し、子どもの状態に応じた保育を行ってい
る。

ａ

一人ひとりの子どもの気持ちを汲み取り、安心し
て思いを表せる環境を整えています。「どうした
いの？」と目線を合わせて優しく話を聞き、身振
り手振りで表現する姿を代弁し、禁止ではなく
「歩いてね」など望ましい行動を言葉で伝えてい
ます。

Ａ－１－（２）－③　子どもが基本的な生活
習慣を身に付けることができる環境の整備、
援助を行っている。

ａ

食事、排せつ、睡眠など、基本的な生活習慣を身
に付けられるよう、子どもに丁寧に伝えていま
す。衣服の着脱では、子どもに事前に声をかけ、
できる部分はできる限り子ども自身に任せ、職員
の援助は最小限にとどめています。職員間で個々
の到達状況を共有し、意欲を尊重した関わりを大
切にしています。失敗も成長につながる大切な経
験として受け止めています。

Ａ－１－（２）－④　子どもが主体的に活動
できる環境を整備し、子どもの生活と遊びを
豊かにする保育を展開している。

ａ

子どもの遊ぶ様子から病院ごっこやお世話遊びが
広がるように玩具を揃え、主体的に遊べる環境を
整えています。園庭や公園での戸外活動を保障し
つつ、散歩に行きたくない子どもは園で過ごせる
よう柔軟に対応しています。また、異年齢保育を
通し、決まりやルールを学べるように援助してい
ます。

Ａ－１－（２）－⑤　乳児保育（０歳児）に
おいて、養護と教育が一体的に展開されるよ
う適切な環境を整備し、保育の内容や方法に
配慮している。

ａ

発達状況に合わせて個の対応を行っています。在
籍する0歳児3名に担当職員が応答的に関わり、愛
着関係を育みながら喃語や一語文を引き出してい
ます。ハイハイやつかまり立ちがしやすい環境を
整え、家庭と連携して睡眠や離乳食にも配慮して
います。

Ａ－１－（２）－⑥　３歳未満児（１・２歳
児）の保育において、養護と教育が一体的に
展開されるよう適切な環境を整備し、保育の
内容や方法に配慮している。

ａ

子どもが自分で遊びを選べるよう、ままごとやブ
ロックなどの環境を整えています。夕方は絵本や
パズルで落ち着いて過ごし、異年齢での散歩や探
索活動も取り入れています。個別の指導計画と記
録を作成し、発達に応じた保育を行っています。

Ａ　個別評価基準
Ａ－１保育内容

Ａ－１－（１）全体的な計画の作成

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開
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Ａ－１－（２）－⑦　３歳以上児の保育にお
いて、養護と教育が一体的に展開されるよう
適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配
慮している。

ａ

子どもたちの興味、関心に合わせた保育を考慮す
るとともに、子どもたちを中心に話し合う「サー
クルタイム」の時間も設けて、子どもたちが主体
的に考え実施できる活動内容を取り入れていま
す。制作を好む3歳児には廃材を活用した創作活動
を保障し、4歳児は5歳児から刺激を受けてドッジ
ボールのルールを覚えています。5歳児は協力して
活動に取り組み、「発表会でママを感動させた
い」と意欲をもって練習に参加し、達成感を味
わっています。

Ａ－１－（２）－⑧　障害のある子どもが安
心して生活できる環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

ｂ

個別の配慮が必要な子どもと他の子どもが互いに
学び合い共に成長できるよう、日々の活動を工夫
しています。必要に応じて、社内系列の児童発達
支援教室や市の専門機関と連携できる体制も築い
ています。一方で、個別指導計画の作成や、集団
で育つことの価値・意義を保護者に伝える取り組
みについては、今後の充実が期待されます。

Ａ－１－（２）－⑨　それぞれの子どもの在
園時間を考慮した環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

ａ

一日の流れに合わせて屋上園庭や多目的室など活
動場所を切り替えています。夕方は横になりたい
という子には布団を出せる休息スペースも確保
し、18時30分には補食を提供しています。子ども
の状況は「日課表」で職員間の引き継ぎを行い、
担任不在の時間帯でも別の担当者が保護者へ子ど
もの状況や様子を伝達できるようにしています。

Ａ－１－（２）－⑩　小学校との連携、就学
を見通した計画に基づく、保育の内容や方
法、保護者との関わりに配慮している。

ａ

小学校と園の共通視点に基づき「架け橋期のカリ
キュラム」を作成し、市の「保幼小連絡協議会」
には園長と5歳児クラスの担任が参加して得た情報
を、他の職員や保護者と共有しています。就学後
の生活を見据え、給食の時間管理や鉛筆を使う活
動などを取り入れています。必要な支援が継続さ
れるよう、年度の終わりには保育要録を作成して
就学先に送付しています。

Ａ－１－（３）－①　子どもの健康管理を適
切に行っている。

ｂ

会社の業務マニュアルや社内共通書式のもと、子
どもの個々の既往歴等を把握するとともに、毎日
の視診や保護者からの情報、連絡帳等を通じて一
人ひとりの健康状態を把握して適切な対応に努め
ています。健康カードは保護者が随時更新し、職
員が確認しています。今後は、乳幼児突然死症候
群の予防に関する掲示や保護者への説明を積極的
に行うことが期待されます。

Ａ－１－（３）－②　健康診断・歯科健診の
結果を保育に反映している。

ａ

年間保健計画に基づいて健康教育を行い、保健だ
よりはアプリで配信しています。年2回の内科健診
と年1回の歯科健診の結果は個別の健康記録に記入
し、保護者へ書面で報告しています。今回の利用
者調査の「お子さんの体調について、常に気配り
されていると思いますか」の設問には、回答した
保護者の96.7％が「はい」と答えており、安心の
声も寄せられています。

Ａ－１－（３）－③　アレルギー疾患、慢性
疾患等のある子どもについて、医師からの指
示を受け適切な対応を行っている。

ｂ

医師作成の生活管理指導表を基に、園長、担任、
栄養士が保護者と面談を行って状況を把握し、対
応方法を共有しています。この情報は、1年に1回
更新しています。また、毎年度、園内研修等でア
レルギー対応について再確認し、職員全員が同じ
対応ができるよう取り組んでいます。さらに、他
の子どもや保護者への理解促進に向けた取り組み
も期待されます。

Ａ－１－（３）　健康管理
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Ａ－１－（４）－①　食事を楽しむことがで
きるよう工夫をしている。

ａ

食育計画に基づき、野菜の栽培や野菜スタンプ、
給食室ツアーなどを行い、子どもが食に関心を持
てるよう取り組んでいます。また、遊びと食事の
場を分け、落ち着いて食べられる環境を整えて、
誤嚥に配慮した見守り介助を行っています。

Ａ－１－（４）－②　子どもがおいしく安心
して食べることのできる食事を提供してい
る。

ａ

個々の発達や咀嚼の状況に応じた食事形態を考慮
して提供しています。給食は2週間サイクルの献立
で、残食が多いものを次週に味付けや切り方を工
夫して改善しています。今回の利用者調査の「献
立表やサンプル表示などで、毎日の給食の内容が
分かるようになっていますか」の問いに、回答し
た保護者の96.7％が「はい」と回答しています。
誕生児には食器を変え、手作りカードを添えた特
別な食事を用意しています。

第三者評価結果 コメント

Ａ－２－（１）－①　子どもの生活を充実さ
せるために、家庭との連携を行っている。

ａ

連絡帳で家庭の様子を共有し、日々の保育のねら
いや様子は連絡アプリで配信しています。乳児の
連絡帳は、生活リズムを把握・共有できる書式に
なっています。保護者会では、クラス目標などを
資料に記載して園の保育の意図を丁寧に伝え、給
食の試食会も開催しています。保育参観後には個
人面談を実施し、その内容を記録しています。

Ａ－２－（２）－①　保護者が安心して子育
てができるよう支援を行っている。

ａ

送迎時の会話を通してコミュニケーションを重
ね、信頼関係を築き、いつでも相談しやすい雰囲
気をつくっています。運営委員会では、園行事や
アンケート結果、子どもの様子などを報告し、質
疑応答を経て保護者の意見を園運営に反映してい
ます。職員会議での「園児カンファレンス」を実
施して情報を共有し、職員がどのクラスに入って
も同じ配慮ができるようにしています。

Ａ－２－（２）－②　家庭での虐待等権利侵
害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応
及び虐待の予防に努めている。

ａ

毎月の職員会議の「園児カンファレンス」で、子
どもの変化や家庭での様子を共有し、虐待等の早
期発見に努め、支援の必要性について検討してい
ます。また、子どもの人権をテーマに園内研修を
実施して全職員の理解を深めています。気になる
子ども、保護者の関わり等があれば、速やかに園
長へ報告して注意深く見守り、必要に応じて関係
機関と連携するなど、適切な対応につなげていま
す。

第三者評価結果 コメント

Ａ－３－（１）－①　保育士等が主体的に保
育実践の振り返り（自己評価）を行い、保育
実践の改善や専門性の向上に努めている。

ａ

職員は個々に、「自己評価兼研修計画」で月1回、
「保育者の気になる言動チェックリスト」で年2
回、「保育士自己評価チェックシート」で年1回、
自らの言動等について振り返り、評価・反省を
行っています。これらを園長が確認し、次月の保
育に活かせるよう取り組んでいます。職員会議で
は、子どもの姿を多角的に捉えて日々の変化を共
有し、園全体の振り返りも実施しており、検討が
必要な事項は責任者会議で協議して決定していま
す。こうした継続的な実践が、今回の利用者調査
の「あなたのお子さんは保育園生活を楽しんでい
ると思いますか」の問いに回答者の96.7％が「は
い」と答えるという、保護者の高い評価につな
がっています。

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

Ａ－２－（２）　保護者等の支援

Ａ－３　保育の質の向上

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

Ａ－２　子育て支援

Ａ－１－（４）　食事
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